
 

  茅ヶ崎市介護保険料減免取扱要領 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、茅ヶ崎市介護保険条例（平成１２年茅ヶ崎市条例第１０号）第１４

条に規定する保険料の減免に関し、茅ヶ崎市介護保険規則（平成１２年茅ヶ崎市規則第

１７号。以下「規則」という。）第１６条に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （生活保護の基準の適用日） 

第２条 規則第２０条第１項第４号イ（ア）に規定する生活保護法による保護の基準（昭 

和３８年厚生省告示第１５８号）を適用する日は、茅ヶ崎市介護保険料減免申請書の提

出のあった日とする。 

（収入認定） 

第３条 規則第２０条第１項第４号イ（ア）に規定する収入見込額は、生活保護法（昭和 

２５年法律第１４４号）の規定の例により認定するものとする。ただし、次に掲げる事

項については、この限りでない。 

  （１）勤労に伴う必要経費のうち「特別控除」、「新規就労控除」及び「未成年者控除」    

については、適用しないものとする。 

（２）常用勤労者に対する勤労に伴う必要経費の適用に当たっては、「基礎控除額に７      

０％を乗じて得た額」を「基礎控除額」と読み替えて適用するものとする。 

（３）現金については、一時的なものであり、収入として認定しないものとする。 

  （４）生命保険については、収入として認定しないものとする。 

  （５）預貯金については、収入として認定しないものとする。 

（保険料の減免の取消し） 

第４条 市長は、虚偽の申請その他の不正の行為により保険料の減免を受けている第１号 

被保険者があるとき、又は資力の回復その他事情の変化により保険料の減免が不適当で 

あると認められるときは、その者に係る保険料の全部又は一部についての減免を取り消 

し、支払いを免れた保険料の額に相当する額をその者から徴収するものとする。 

   附 則 

 この要領は、平成１３年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１５年８月２９日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 



 

   附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 


